
 

平成 22 年 8月 23 日 

各  位 
                       会 社 名 株式会社コネクトテクノロジーズ 

代表者名 代表取締役会長兼ＣＥＯ 堀口 利美 

                                   （コード：3736 東証マザーズ） 

問合せ先 執行役員ＣＦＯ 

兼経営管理統括本部長 長倉 統己 

                       （ＴＥＬ：03－5332－6110） 

 

          調査委員会調査報告書の受領に関するお知らせ 
 
当社は、平成 22 年 7 月 7 日付「調査委員会の設置に関するお知らせ」において、過去（平成

17 年 8 月期及び平成 18 年 8 月期）の決算における投資有価証券の評価および売上高の計上方

法に関して修正を要する可能性があり、事実関係の詳細を調査する旨をお知らせいたしましたが、   

このたび、調査委員会より調査報告書を正式に受領いたしましたので、別添のとおり、お知らせ

いたします。 
 

記 

 
１．調査報告書について 
 
 当社は、平成 22年 8 月 23 日付けで調査委員会（委員長：泉義孝弁護士）より、別添の調査報

告書を受領いたしました。 

調査委員会において、平成 17 年 8 月期及び平成 18年 8 月期における投資有価証券の評価及び

収益認識の妥当性を中心に疑義の可能性のある会計処理について調査をおこなった結果、2 件の

投資に関連する売上取引について、「形式を重視するのであれば、現状の会計処理が妥当との考

え方もある。」との報告をいただきましたが、一方、「これらの取引が意図的に行われていたとし

た場合、売上の「対価の成立」という収益認識のための要件の１つを実質的には満たさず、売上

計上はすべきでなかったとの考え方も成立する。」との指摘も受けております。 

当該調査を受け、当社の一時会計監査人である堂島監査法人と協議の上、当社取締役会にて熟

慮した結果、企業会計原則における保守主義原則に基づき、より保守的な会計処理を行うものと

して、過年度決算の訂正を行うことといたしました。 

 
 
 

 



 
２．過年度訂正の内容について 

 

 前述 1．のとおり、より保守的な会計処理の方法として、平成 17 年 8 月期の売上高のうち 130

百万円（連結及び個別）を、また平成 18 年 8 月期の売上高のうち 95 百万円（連結、個別は 76

百万円）を取り消し、平成 19 年 8 月期の投資有価証券評価による損失処理額を戻し入れするこ

とにおける過年度決算の訂正を行います。 

 

３．過年度決算の修正による業績へ与える影響見込みについて 

 

 上記２．の売上高修正により、平成 17 年 8 月期及び平成 18 年 8 月期の利益に与える影響が発

生しますが、平成 19 年 8 月期の投資有価証券評価による損失処理額の戻し入れと相殺されるた

め、以後、平成 20年 8 月期から平成 22 年 8 月期までの業績に与える影響はありません。 

 なお、各事業年度の財務諸表について改めて会計監査を受けることが必要であり、また税効果

会計の影響も勘案のうえ、修正内容が確定次第、改めてお知らせいたします。 

 

４．今後の対応について 

 

 一時会計監査である堂島監査法人より、平成 17年 8月期から平成 19年 8月期における決算（訂

正）の監査報告書を受領後、すみやかに訂正報告書を提出し、その旨をお知らせいたします。 

株主、投資家のみなさまをはじめとする関係者のみなさまには、多大なるご迷惑とご心配をお

かけいたしますことを深くお詫び申し上げます。 

当社においては、平成 19 年 8 月期以降は、会計処理において原価管理システムを採用し、作

業工程及び納品物の管理はもちろん、取引における必要書類の授受、また売上先の使用意図や使

用価値（納品物のもたらす経済効果の有無など）にも考慮し、厳格かつ適正な管理を行っている

ため、同様の事例が起こり得ることはございません。 

また、新代表取締役以下、新しい経営体制において、いっそうの管理及びガバナンス体制の強

化を図るとともに、調査委員会の調査報告書及び提言を真摯かつ厳粛に受け止め、引き続き再発

防止体制の維持に取り組んでまいります。 

 
以 上 
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調 査 報 告 書 
 

 
1． 当委員会設置の経緯及び当委員会の目的 
 
株式会社コネクトテクノロジーズ（以下、「当社」という。）において、売上と認定するに

は会計処理上疑義があるケースが存在したのではないかとの疑義が生じた。 
そこで、当社は、過年度の疑義の可能性がある会計処理と疑われるものの詳細とともに、

それがどのような経緯で発生したかについて、鋭意社内調査を進めてきたが、この結果、確

たる結論を見出すことはできなかった。 
そのため、当社は、厳正かつ徹底した事実関係及び原因究明の調査を進めるとともに、適

切な会計処理を図ることを目的として、平成 22 年 7 月 7 日に外部の弁護士および公認会
計士も含めた当委員会を平成 22年 7月下旬に設置することを決定した。 
 
2． 当社の概要 
 
 当社は、全ての機器が、全ての人がつながり合う時代を見据えて、「携帯電話」をその中

核のデバイスとした技術者集団として、ハードウェアからコンテンツ作成やアプリケーショ

ン開発、サーバーの構築・運用など 様々なソリューションを提供するために平成 12年 5月
に設立され、平成 16年 3月に東京証券取引所マザーズ市場に上場した会社である。 
 事業領域としては以下の 4つの事業を展開している。 
① システムソリューション事業 
コンテンツプロバイダやサービス事業者を中心に、サイト開発／システム開発／クライ 

 

 

 

 



アント開発／サーバ開発／運用・保守など、多岐にわたるソリューションを提供し、ケ

ータイアプリ開発はもちろんのこと、FeliCa 技術を利用したリアル連携（おサイフケー

タイ）ソリューション、高い信頼性が要求される金融分野ソリューションなど幅広い範

囲をカバーしている。 

② プロダクツ事業 
ソリューション開発で培った技術・ノウハウをパッケージソフトウェアとして製品化し、

提供している。更に、独自ハードウェアを設計・開発する技術力を有しており、ソフト

ウェア／ハードウェアの両面でビジネスを展開している。 

③ サービス事業 
本来ソフトウェア・パッケージとして提供している開発ツールを安価でスピーディーな

導入が可能な ASP サービスとして提供している。またクオリティの高いサービスの開発

に欠かすことの出来ない、携帯電話の実機による端末検証やユーザビリティの評価など、

当社が保有している有形・無形の資産をサービスとして提供している。 

④コンサルティング事業 

通信事業者やサービス事業者に対し、ソリューション開発に伴うコンサルティング業務

を行っており、当社の持つ高い技術力をベースとした適切なコンサルティングで、より

質の高いソリューション開発を支援している。ション事業 

   
3． 当委員会の構成 
 
当委員会の構成は、平成 22 年 7 月 7 日付「調査委員会の設置に関するお知らせ」にお

いて公表したとおりであり、弁護士 2 名及び公認会計士 1 名の 3 名で構成されている。 
各委員は、弁護士である泉義孝、弁護士である高井健弎、及び公認会計士である本間周平

であり、いずれも法務及び会計の専門家の立場として、厳正な調査を期待しうる者である。 
 

4． 当委員会による調査期間・対象 
 
当委員会は、平成 22 年 7月 30日から平成 22 年 8 月 19日までの間を調査期間として、

調査方針の決定、調査の進捗状況の確認等を行いながら、当社の平成 17 年 8月期及び平成
18 年 8 月期における投資有価証券の評価及び収益認識の妥当性を中心に疑義の可能性のあ
る会計処理について検討した。 
なお、当委員会の調査結果は、時間的制約の下、当社及び関係者から当委員会に対して任

意に開示された資料及び聴取内容に基づいていることを付言する。 
 
 
 
 
 

 



5． 調査方法 
 
当委員会は調査対象期間における投資有価証券に付き、投資額 1 億円を超過する案件 10

社から、投資評価益を計上していた 2社を除いた 8社を抽出し、8社に対する投資に関わる
調査をおこなうために、当該 8社（投資有価証券購入先 2社を含む）に対して以下の内容で
確認書を送付した。 
 

投資有価証券に関する確認事項 

①本件取引について、仲介者は存在していたか？ 

②当社からの投資につきバーター条件等は提示されたか？ 

③対象株式価額の評価額につき、適正価額であったか？ 

 

この結果、当該 8社のうち 5社から回答があったが、いずれからも、前記確認事項につい
て問題を認識している旨の回答は返答されなかった。 
 その一方、調査の過程において、当社従業員より 2件の投資案件につき、本件の調査内容
と関連性の高い内容に関する報告がなされた。 
内、一件については、投資案件における当該株式購入の相手先から、株式売買に伴い、当

社の依頼があり当社の指定する先から製品を購入したと聞いたとのことであった。 
もう一件については、過去、投資先に対する税務の反面調査が当社に対して行われ、その

際、投資先の関係会社に対して当社からの売上が計上されているフロー図が示され、またそ

のフロー図の説明を当社の元取締役から説明された事実があったということであった。 
 当委員会はさらに、疑義が生じた 2社の投資案件及び関連する売上案件につき、より詳細
に社内資料及び当該 2社の事業計画書、株価算定書、財務諸表等を検討し、さらに当時の当
社代表取締役社長に事情聴取を行うとともに、前記の従業員からも事情聴取を行った。 
  
6． 当委員会の調査結果 
 
 以上により調査を進めた結果、以下の事実が判明した。 
 
① X社の株式購入に関わる取引 

当社は同社の株式 400株を、A社より１株 675,000円、合計 270,000,000円で平成 17
年 9月 16日に購入している。 
この株価算定は購入先（Ａ社）側が依頼した B社が実施しており、1株 675,000円は

妥当である旨記載 
 
 
 
 
 



 
されているが、これは同社から提示された事業計画による DCF方式により算定されたも
のであり、購入後、事業計画と実績値に大きな乖離が生じたことにより、当社は購入翌

年の平成 18年 11月 30日には 1株 52,037円、平成 19年 2月 28日には 1株 26,019円
を投資簿価とし、結果合計 259,592,400円もの大幅な損失処理を行っている。 
前 5 項において、当社従業員から報告があった、投資案件における当該株式購入の相

手先が「株式売買に伴い、当社の依頼があり当社の指定する先から製品を購入した。」と

の内容につき、当該購入相手先の社長に再度確認したところ、当社からの依頼があった

こと及び当該株式売買に伴ったことであったことは否定する旨の回答はあったが、一定

の製品を当社指定の 3社（C社、D社、E社）から購入した旨の確認が得られた。 
そこで、この C社、D社、E社と当社の取引関係を調査したところ、以下の事実が判

明した。 
・当社は、D 社に対して平成 17 年 7 月 31 日に『数値化ミドルウェア』を 30,000,000
円で販売し、同社からの入金は平成 17年 9月 30日になされていたこと及び当社が A社
に株式購入代金を支払ったのは平成 17年 9月 16日であったことが確認され、当社が株
式購入代金を支払った時期と売上代金を受領した時期が近接していることがわかった。 
・当社は、C社に対して平成 17年 7月 31日に『メールセンターシステム』を 18,000,000
円で販売し、同社からの入金は平成 17年 9月 30日になされていたこと及び当社が A社
に株式購入代金を支払ったのは平成 17年 9月 16日であったことが確認され、当社が株
式購入代金を支払った時期と売上代金を受領した時期が近接していることがわかった。 
・当社は、E社に対して平成 17年 8月 31日に『動画ファイルコンバータ』を 82,500,000
円で販売し、同社からの入金は平成 17 年 10 月 31 日になされていたこと及び当社が A
社に株式購入代金を支払ったのは平成 17年 9月 16日であったことが確認され、当社が
株式購入代金を支払った時期と売上代金を受領した時期が近接していることがわかった。 
 これらの事実を、当社の当時の代表取締役社長であった加来徹也氏に当委員会がまと

めた上記にかかる取引フロー図を見せつつ確認したところ、加来氏の見解は、詳細は記

憶にない、バーター取引は否定するとしつつ、投資案件先には売上について協力しても

らう活動はしていたとのことであった。 
 また C社、D社、E社に対して当該取引に対する認識の確認書を送付したが、C社、
D 社からは回答がなく、E 社からは自己資金により転売のために購入したものであり問
題はないとの回答であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
なぜ、A 社に対して当社からではなく、当該 3 社から納品がなされたのかは不明であ

るが、これらの取引を金員の流れから検証すると、当社が株式購入代金として A社に支
払った 270,000,000 円のうち、130,500,000 円が前述の 3 社から売上代金として当社に
入金されているようにも見受けられる。 
仮に投資について実質価額よりも過大な支出を行い、これが売上代金として回収された場

合でも、形式を重視するのであれば、現状の会計処理が妥当との考え方もあるが、これらの

取引が意図的に行われていたとした場合、売上の「対価の成立」という収益認識のための要

件の１つを実質的には満たさず、130,500,000円の売上計上はすべきでなかったとの考え方
も成立する。 
ただし、投資評価価額 270,000,000円のうち、259,592,400円を平成 19年 8月期まで

に、金融商品に関する会計基準に準拠して損失処理をおこなっているため、以降の業績

には影響はないものと考えられる。 
   

② Y社の株式購入に関わる取引 
当社は同社の株式 800 株を、同社の関連会社である F 社より１株 250,000 円、合計

200,000,000円で平成 17年 11月 21日に購入している。 
また、その半年後である平成 18年 5月 11日には、同社から新株発行による増資を 1
株 9,000円、合計 7,200,000円で引き受けている。 
当初の株価算定は購入先側で G会計事務所が実施しており、1株 250,000円は妥当で

ある旨記載されているが、これは同社から提示された事業計画による DCF方式により算
定されたものであり、購入後、事業計画と実績値に大きな乖離が生じたことにより、半

年後の引受価額は当初の約 28分の 1であるばかりか、当社はその翌年の平成 19年 2月
28日には 1株 6,964円、平成 19年 8月 31日には 1株 2,050円を投資簿価とし、結果合
計 203,920,000円もの大幅な減損を行っている。 
また当社従業員の報告により、平成 20 年秋、税務当局による Y 社に対する調査の反

面調査が当社でなされた際に、同社に対する投資と関連して、Ｈ社、Ｉ社、Ｊ社に対す

る売上が当社から発生しているとの指摘をフロー図を示され説明された事実があるとの

ことであった。 
このＨ社、Ｉ社、Ｊ社と当社の取引関係を調査したところ、以下の事実が判明した。 

・ 当社は、Ｈ社に対して平成 17 年 10 月 31 日に『数値化グラフミドルウェア』を
45,600,000円で販売し、同社からの入金は平成 17年 11月 30日になされていたこと
及び当社がF社に株式購入代金を支払ったのは平成 17年 11月 21日であったことが
確認され、当社が株式購入代金を支払った時期と売上代金を受領した時期が近接して

いることがわかった。 
 
 
 
 



 
・当社は、Ｉ社に対して平成17年11月30日に『プログラム言語コンバータ』を30,400,000
円で販売し、同社からの入金は平成 17 年 12 月 15 日になされていたこと及び当社が F
社に株式購入代金を支払ったのは平成 17 年 11 月 21 日であったことが確認され、当社
が株式購入代金を支払った時期と売上代金を受領した時期が近接していることがわかっ

た。 
・当社の当時子会社であった株式会社インクルーズは、Ｊ社に対して『ＡＤサーバー』

を 19,000,000円で販売し、同社からの入金は平成 17年 12月 15日になされていたこと
及び当社が F社に株式購入代金を支払ったのは平成 17年 11月 21日であったことが確
認され、当社が株式購入代金を支払った時期と当社の当時子会社が売上代金を受領した

時期が近接していることがわかった。 
 これらの事実を、当社の当時の代表取締役社長であった加来徹也氏に当委員会がまと

めた上記にかかる取引フロー図を見せつつ確認したところ、加来氏の見解は、詳細は記

憶にない、バーター取引は否定するとしつつ、投資案件先には売上について協力しても

らう活動はしていたとのことであった。 
 またＨ社及びＩ社に対して当該取引に対する認識の確認書を送付したが、Ｈ社からは

回答がなく、Ｉ社からは自己資金により転売のために購入したものであり問題はないと

の回答であった。 
これらの取引を金員の流れから検証すると、当社が株式購入代金として F 社に支払っ

た 207,200,000円のうち、95,000,000円が前述の 3社から売上代金として当社（当時の
当社子会社を含む）に入金されているようにも見受けられる。 
仮に投資について実質価額よりも過大な支出を行い、これが売上代金として回収された場

合でも、形式を重視するのであれば、現状の会計処理が妥当との考え方もあるが、これらの

取引が意図的に行われていたとした場合、売上の「対価の成立」という収益認識のための要

件の１つを実質的には満たさず、95,000,000円の売上計上はすべきでなかったとの考え方も
成立する。 
ただし、投資評価価額 207,200,000円のうち、203,920,000円を平成 19年 8月期まで

に金融商品に関する会計基準に準拠して損失処理をおこなっているため、以降の業績に

は影響はないものと考えられる。 
なお、他の 6社の株式購入に関わる取引については、6社のうち 4社からは問題のない

旨の回答があった。 
 しかし、6 社の株式購入につき、売上に関し同様の取引を伴っていたのではないかとの
可能性は完全には否定しきれない反面、前記 2社のように、売上関与先を特定することが
できなかった。 
 
 
 
 
 



 
  回答のない 2社のうち 1社については確認書を再送するも届かず、登記を確認しても現
状の存在を確認できず、1 社については登記確認できたものの実質的に休眠状況であり現
状の経営実態がないことが判明した。 

 
7． 調査結果の総括 
 

以上のとおり、当委員会による調査の結果、取引先からはいずれも明らかに不適切な

取引であるとの見解を得られず、当時の代表取締役社長も不適切であったことは否定し

ているので、明確に不適切な取引であると断定はできない。 
しかし、2 社に関しては前記のとおりの諸事情も存在し、仮に投資について実質価額よ

りも過大な支出を行い、これが売上代金として回収された場合、形式を重視するのであれば、

現状の会計処理が妥当との考え方もあるが、これらの取引が意図的に行われていたとした場

合、売上の「対価の成立」という収益認識のための要件の１つを実質的には満たさず、売上

計上はすべきでなかったとの考え方も成立する。 
本件調査にかかる会計処理上疑義がある可能性を有したケースは、当委員会の調査で

は投資案件との絡みによるものである。 
成程、平成 17年８月期、18 年８月期を省みると、当社は 8 社に限らず多数の会社に

かかる投資をおこなっていたことが判る。 
また当該 2 社についての株価算定は、投資先あるいは購入先で行われた株価算定に依

拠していた。 
短期間に投資案件を集中させることを避けるとともに、個々の案件審議においても株

価算定そのものを含め、当社側でのより慎重な検討がされるべきであろう。 
当社における投資案件は当該時期以降皆無である上に、当社の管理体制も向上してき

ており、直近で交代した新代表取締役においてもいっそうガバナンス体制を強化するこ

とを当委員会に対し表明している。 
また、売上サイドについては、当社のシステムの受託開発が主たる業務であるという

性格上、明確な原価管理としての作業工程及び納品物の管理が必要であることはもちろ

ん、取引における必要書類の授受、また売上先の使用意図や使用価値にも考慮すること

は必要であるが、これについては、当社では平成 19 年 8 月期以降は、原価管理システ
ムを採用し、厳格かつ適正な管理が行われている。 

 
以上に照らせば、現時点で同様の問題が起こりうる可能性はないものと判断される。 
 

以 上 


